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江田島市教育委員会会議録 

 

平成 31 年３月 18 日（月）平成 31 年第４回教育委員会会議定例会を教育委員会会議室にお

いて開催しました。 

 

１ 開会及び閉会に関する事項  

  開会   午後     ３時 30分 

  閉会   午後      ４時 00分 

 

２ 出 席 者 （４名） 

教 育 長            御堂岡   健 

教育長職務代理者         三 島 雅 司 

委   員            樋 上 美由紀 

委   員            柳 川 政 憲 

 

３ 欠 席 者 （１名） 

  委   員            今 井 絵里子 

 

４ 出席説明員 

  教 育 次 長           小 栗   賢 

  学校教育課長           畠 藤 邦 子 

  生涯学習課長兼江田島図書館長兼 

能美図書館長           問 可 健 治 

  大柿自然環境体験学習交流館長     西 原 直 久 

    西能美学校給食共同調理場総括場長  福 岡   洋 

 

５ 事務局 

  学校教育課 

    専門員   濵岡 晶子 

 

６ 傍 聴 人   

  な し 

 

７ 議事日程 

（１）教育長報告 
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（２）会議録署名委員の指名 

（３）議案第 ６ 号 江田島市立小・中学校児童生徒通学費交付要綱の一部を改正する訓令

案について 

   議案第  ７ 号 平成 32年春の叙勲候補者（教育功労）の推薦について 

   承認第  ５ 号 江田島市スポーツ推進委員の委嘱について 

   承認第  ６ 号 江田島市教育委員会の職員の任免について 

 

（４）その他 

 

８ 議事の大要 

  ○ 教育長 

    ただ今から，第４回江田島市教育委員会会議定例会を開会します。 

ただ今の出席者は４名です。定足数に達しておりますので，これから本日の会議を開

きます。 

本日の議事日程は，あらかじめお手元に配布したとおりでございます。 

 

○ 教育長 

審議に入る前に，６ページの議案第７号と，８ページの承認第５号及び 11ページの承 

認第６号については，人事に関する案件ですので，公開しないで審議することが適当で

はないかと思いますが，いかがでしょうか。 

 

○ 教育長 

それでは，お諮りいたします。 

議案第７号「平成 32年春の叙勲候補者（教育功労）の推薦について」と，承認第５号

「江田島市スポーツ推進委員の委嘱について」及び承認第６号「江田島市教育委員会の

職員の任免について」は，公開しないことに賛成の方の挙手をお願いします。 

                  （全員挙手） 

 

○ 教育長 

挙手全員と認めます。 

従いまして，議案第７号「平成 32年春の叙勲候補者（教育功労）の推薦について」と，

承認第５号「江田島市スポーツ推進委員の委嘱について」及び承認第６号「江田島市教

育委員会の職員の任免について」は，公開しないで審議することに決定いたしました。 
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○ 教育長 

日程第１，「教育長報告」を行います。 

それでは，２ページをお開きください。 

                                    （省 略） 

   以上です。 

 

○ 教育長 

  日程第２，「会議録署名委員の指名」は，会議規則第 15条第２項の規定により，あら

かじめ署名委員の順番を決めておりますので，今回は，柳川委員にお願いいたします。 

 

○ 教育長 

    日程第３，議案第６号「江田島市立小・中学校児童生徒通学費交付要綱の一部を改正 

する訓令案について」を議題とします。 

事務局から，説明をお願いします。 

 

○ 教育次長 

ただ今，上程されました議案第６号「江田島市立小・中学校児童生徒通学費交付要綱 

の一部を改正する訓令案について」でございます。 

議案書，３ページをお開きください。 

提案理由でございます。 

平成 31年３月 31日をもって柿浦小学校を廃校とし，同年４月１日から大古小学校と

統合することに伴いまして，要綱の一部を改正する必要がございますので，江田島市教

育長に対する事務委任規則第２条第２号の規定によりまして，委員会の議決を求めるも

のでございます。 

今回の改正理由は，柿浦小学校が大古小学校と統合し，柿浦地区の児童が路線バス通

学となるためでございます。 

議案書，４ページに改正条文を，５ページには，参考資料としまして，新旧対照表を

添付しております。 

新旧対照表で，ご説明申し上げます。 

左の改正案をご覧ください。第２条第１項の表中の「大古小学校」の項の中に「柿浦」

を加えるものでございます。 

４ページをお願いします。 

附則として，「この訓令は，平成 31年４月１日から施行する。」としております。 

以上で，説明を終わります。ご審議のほど，よろしくお願いいたします。 
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○ 教育長 

  説明が終わりました。ご質疑はございませんか。 

                               （全員質疑なし） 

 

○  教育長 

それではこれで，本件の審議を終わります。 

採決に移ります。議案第６号「江田島市立小・中学校児童生徒通学費交付要綱の一部

を改正する訓令案について」は，原案のとおり決定することに，ご異議はありませんか。 

（全員異議なし） 

 

○  教育長 

全員異議なしと認めます。 

よって本案は，原案のとおり可決されました。 

 

○  教育長 

日程第４，議案第７号「平成 32年春の叙勲候補者（教育功労）の推薦について」を 

議題とします。 

                                                        （非公開） 

 

○ 教育長 

    日程第５，承認第５号「江田島市スポーツ推進委員の委嘱について」を議題とします。 

                                  （非公開） 

 

○ 教育長 

    日程第６，承認第６号「江田島市教育委員会の職員の任免について」を議題とします。 

                                       （非公開） 

 

 

以上で，本日の会議に付された審議事項は，全て終了いたしました。 

   次の定例教育委員会会議は平成 31年４月 15日（月）午前 10時から教育委員会会議 

室で開催します。 

以上で閉会します。 
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    江田島市教育委員会会議規則の規定により，ここに署名する。 

 

 

      江田島市教育長 

 

 

      署 名 委 員 

 

 


